
寒 川 町 民 生 嘱 託 員 設 置 に 関 す る 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  

(定 数 ) 

～ 略 ～  

(定 数 ) 

第 3条  嘱 託 員 の 定 数 は 、68名    と す

る 。  

～ 略 ～  

第 3条  嘱 託 員 の 定 数 は 、 7 3名 以 内 と す

る 。  

～ 略 ～  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 28年 12月 1日 か ら 施 行  

す る 。  

 


